
津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書 

１ 趣旨 

 津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以

下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に

紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、

工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において

定め、工事を実施すること」と記載されている。 

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、

工事実施に支障をきたす事例が発生しました。 

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為

等への対応について、必要な事項を定めるものである。 

２ 発注者及び受注者の責務 

⑴ 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び

施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。

⑵ 上記⑴以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整

は、受注者の責務とする。

３ 定義 

⑴ 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる

者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含

むものとする。

⑵ 「不当要求行為等」とは、

ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為

イ 暴力行為、脅迫行為

ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は

権利を不当に要求する行為

エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為

カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の

行為

⑶ 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量

業者及び設備・物品納入業者等をいう。

４ 工事説明の進め方 

⑴ 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施

の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、



工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を

行う。 

⑵ 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者によ

る周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事

施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に

関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説

明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。 

⑶ 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事

説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制

方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、

配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。 

⑷ 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、

工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布に

より周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進める

ものとする。 

⑸ 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は

地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、

受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえ

で受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるもの

とする。 

⑹ 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した

経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提

出すること。 

５ 不当要求行為等 

⑴ 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の

部次長等（津市事務分掌規則（平成１８年１月１日規則第６号）第４条第

１項第２号に規定する部次長、同条第２号の２項に規定する局次長、同条

第２項に規定する所長及び同条第５項第２号に規定する担当参事をいう。）

に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報

を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、

その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下

請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるも

のとする。 

 ⑵ 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為

等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重

県民センターに通報を行うものとする。 

 ⑶ 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなけ

ればならない。 


